
令和８年度 名張市空き家情報誌協働発行事業に係る企画提案 仕様書 

 
１ 媒体について 

発行部数 

各年１，０００部 及び 

名張市公式ホームページ等（※）を通じたデジタル配信 

※名張市公式ＳＮＳを含む。 

発行時期 

令和８年７月、令和９年７月、令和１０年７月の計３回発

行（予定） 

詳細は、空き家情報冊子協働発行事業者（以下、「事業者」

という。）の決定後に協議する。 

配布対象 空き家の所有者、空き家に関心がある者など 

規格等 

サイズ：A4 版（市指定の情報を４ページ程度掲載すること） 

製本：中綴じ 

主な内容：空き家に関する市の制度及び窓口、その他税制

等ほか 

刷り色：カラー 

配布期間 
令和８年７月から令和１１年３月３１日まで 

※印刷分がなくなり次第配布終了 

配布場所 名張市役所、市民センター等 

費用 
編集、発行等に係る費用は、事業者が全額負担するものと

し、市は一切の費用を負担しない。 

作成時期 毎年度４月～６月 

協定期間 協定締結日から令和１１年３月３１日まで 

掲載内容 

市民を空き家の予防や適正管理、利活用に導く内容及び国・

県・市の諸制度等（税制や空き家バンク、市独自の取組み

等）を掲載すること。 

 
 
２ 冊子の編集及び構成について 

   冊子作成に関わる一切の業務（企画・編集・印刷及び製本等）については、

事業者が行うが、企画・編集等については市と協議し、承諾を得なければな

らない。 

 
 

 

 



３ 広告の掲載について 

  （１）広告の掲載内容については、市の承諾を得ること。市が冊子掲載に適

さないと判断した場合は全部または一部を変更する。 

  （２）掲載内容については、名張市有料広告事業実施要綱を遵守すること。

ただし、名張市有料広告事業実施要綱に掲載のない業種についての

記載内容は別途協議の上記載すること 

  （３）名張市有料広告事業実施要綱第２条に該当する広告は掲載できない。 
 
４ 冊子作成等を通じた名張市に対する空き家をはじめとする課題解決に資す 

る有益な事業提案について 

 事業者は、冊子作成や協定期間内において、名張市に対する空き家をはじ 

めとする課題解決に資する有益な事業を提案すること。 

 また、提案内容については、協定締結時に当該協定書類に添付及び遵守す 

ることとし、協定期間中、提案内容の実現に向けた協議及び取組を図ること 

とする。 

 ただし、当該事業を展開する上で、関係法令を遵守すること。 

 

５ その他 

  （１）市は、事業者へエクセルデーター、PDF データー及び手書き原稿等に

より情報提供を行う。 

   (２)冊子作成にあたり、環境への配慮があればそのことがわかる資料を添 

付すること。 
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